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P r o f i l e
昭和56年３月　明治大学法学部法律学科卒業

平成元年４月　横浜弁護士会登録

横浜合同法律事務所入所

特徴的な事件として、職場存続闘争事件・会社民事再生事件等

最新労働判例解説

労働契約承継の際の労働条件
引き下げ、解雇は無効
―勝英自動車学校（大船自動車興業）事件（東京高判平17．5．31）―

講師●横浜合同法律事務所　弁護士　高橋　宏（たかはし　ひろし）

社会･経済環境が激変する中で、企業

再編が進み業種・業態を問わず様々な企

業間で合併や営業譲渡が盛んに行われて

います。営業譲渡に伴う労働契約の承継

について、この事案で裁判所は「当然に

譲受人に承継されるものではない」とい

う特定承継説に立ち、「その旨の特別の

合意が成立しているか否かによる」とし

ました。しかし労働条件低下に異議のあ

る従業員を排除する部分について「客観

的に合理的な理由を欠き社会通念上相当

なものとして是認すること」はできない

として当該労働者の解雇は公序良俗に反

して無効という判断を示しました。

今回は、この事件を担当された弁護士

の高橋宏先生をお迎えし、事案の概要、

判決のポイント、今後の課題等について

お話を伺います。



労働法学研究会報 No.2378 5

本定例会のポイント

不当な営業譲渡に伴う解散解雇と労働者保護

本判決は、特定承継説の前提に立ち、明示的な不承継の合意が存する

場合であっても、実態によっては、原則承継・個別排除の合意と解釈し

た上で、個別排除の合意の限度で民法90条により無効となりうること

を示した。これにより、営業譲渡に関する契約の自由に対して、一定の

限界を明確にすることで、不当・不合理な営業譲渡に伴う解散解雇から

労働者を救済した。

判例理論と職場の乖離

営業譲渡と労働者の権利の問題は、一般論としては、企業再生・再編

の必要性と労働者の権利保護の折り合いの問題といえる。しかし、実際

には、営業譲渡に関する特定承継の原則の下で、労働者保護は大きく後

退し、企業活動の自由と労働者の「合意」の名の下に、労働者の権利侵

害が行われている。

本件解雇と本件労働契約の承継

譲渡人が従業員と締結していた労働契約は、営業譲渡に伴って当然に

譲受人に承継されるものではない。本件労働契約が営業譲渡に伴い譲渡

人から譲受人に承継されるか否かは、その旨の特約の有無による。

また、営業譲渡にあたり、譲渡人、譲受人の間で労働契約の承継を原

則としながら、労働条件の引き下げに異議のある労働者を個別に排除す

べく、退職届を提出した者のみを正社員として再雇用し、不提出の者を

譲渡人の解散を理由に解雇するとの合意は個別排除の合意部分が一部無

効となる。



初めまして、弁護士の高橋と申します。

本日はよろしくお願いいたします。

今日取り上げます、勝英自動車学校事

件の原告、勝英自動車学校は、営業譲渡

によって、現在、「湘南センチュリーモ

ータースクール」という名称になってい

る自動車教習所を譲り受けました。元は

「大船自動車学校」という名称の自動車

教習所で、その運営会社、つまり営業譲

渡の譲渡元会社は大船自動車興業といい

ました。このため「大船自動車興業事件」

という形で紹介されていることも多いと

思います。

通常だと事件の概要等を説明してか

ら、後で意義を述べることが多いと思う

のですが、この事件については判決がど

ういう意味をもっているのかを最初に頭

に置いていただいたほうが、弁護団の悩

みも理解していただきやすいし、また、

この後、事案を説明していく際にそれら

の事実がどういう意味があるのかも分か

っていただきやすいと思いまして、今回

は最初に判決の位置づけをさせていただ

くこととしました。

さて、最近、営業譲渡に伴って解散、

解雇をするというケースがかなり出てい

るのではないかと感じます。もともと、

企業再生だとか企業再編のために営業譲

渡が必要なことは十分に分かります。と

ころが、中にはそういう営業譲渡を機に

経営者にとって好ましくない労働者を切

ってしまおうというようなケースがあ

り、実際に事件としてもいくつか出てき

ています。

特に大きな問題となるのは、営業譲渡

といっても全く別会社に文字どおり営業

譲渡をされるケースもありますけれど

も、そうではなくて、グループ会社内で

営業譲渡をするというケースです。今回

のケースがそうだったのですが、子会社

から親会社に営業譲渡するというような

ケースです。実際は子会社の時から親会

社の意思に従った経営がされているわけ

ですけれども、それを子会社から親会社

に営業譲渡した形をとることでその営業

譲渡を機に子会社に存在していた労働組

合を、潰してしまうというようなことを

強行したりするのです。

労働組合は憲法上も保障されているも

のですし、組合潰しをすれば大変なこと

になるわけですが、本来同一会社であれ

ばできないことを、この営業譲渡を使う

ことによって、そういうことが実際はな

されてしまっているということが問題で

す。

企業再編の方法あるいは再生をする場

合の方法としては、合併だとか会社分割

などがあるのですが、合併の場合であれ

ば、労働関係は当然承継されていくので

それほど問題はなく、特にその中で労働

組合が排除されていくことなどは起こり

にくいのです。

また、会社分割の場合では一定の法整

備もありますので、そういうことも比較

的起こりにくいといってよいと思いま

す。ところが、その間にある営業譲渡に

つきましては営業譲渡の当事者が契約自

由の原則の下で、自由に内容を決めるこ

とができるという関係から、現在ほとん

どフリーの状態といってよいと思いま

す。そのことからも、この営業譲渡を使

1 判決の位置づけ 
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って労働組合の排除、労働組合員の解雇

が行われるケースが少なくないという事

情があると思います。

そういうことをやられた場合、私たち

労働弁護士として考えるのが、１つは今

までそういうケースの救済の方法として

法人格否認という法理があるということ

です。

子会社の解散が真実の解散ではなく

て、結局、子会社がやっていた事業をそ

っくりそのまま親会社が引きついでやっ

ていくというケースがあります。このケ

ースの目的というのは、単純に労働組合

を排除したいがために、子会社を解散し、

労働組合員以外の者はそのまま親会社の

方に連れて行って事業を続けるというこ

となので、それはもう偽装解散でありま

す。実質的同一性が保たれているのでそ

ういうことはできない、親会社の方に労

働関係は承継されるのだとなっていたわ

けです。

ところが、裁判所の傾向としてはこの

法人格否認の法理や、偽装解散をなかな

か認めない傾向にあります。最初の頃は

だいぶ救済されていたのですが、最近で

はかなりの例で否定されていて、法人格

否認や偽装解散だとかの議論で労働関係

の承継を認めさせていくのは実際には非

常に難しい状況にあります。

特定承継説

また、もうひとつの救済方法として営

業譲渡契約で、営業譲渡しているのだか

ら、そこで労働組合の人たちだけが排除

されるのはおかしいだろう、労働組合の

人たちも含めて労働関係が承継されなけ

ればならないとして救済されることもあ

ります。営業譲渡の場合は包括的に労働

関係は承継されるのだとして救済してい

くケースもあったのですが、ここについ

ても営業譲渡というのは契約自由の原則

なので、経営者同士でどういう内容にす

るかは自由にしていいという原則に立

ち、労働関係を承継するかしないかとい

うのは営業譲渡の契約の当事者で自由に

決めていいというのが裁判所の圧倒的な

傾向です。そうすると自由に決めていい

ので、特に労働関係を承継するというよ

うな合意をした場合に限って労働関係が

承継されるということになります。これ

を特定承継説といいます。この考え方が

前提になってきています。その上で、事

実認定のレベルの問題として黙示の合

意・黙示の承諾を認定して、救済を図っ

ていくという事案が多くみられるように

なりました。そうすると裁判例のように

黙示の承諾、合意があったとかいう形で

救済できるケースはいいのですが、その

ように黙示の合意が認定されるケースが

出てくると、今度は、経営者の側が営業

譲渡をする際に労働契約関係は承継しま

せんと明示的に不承継の合意をするよう

になっていきます。

すると、その中で労働契約関係が承継

されるという黙示の合意がありましたと

するのは、不可能ということになってし

まいます。

営業譲渡と労働条件の不利益変
更

そうすると、営業譲渡契約で労働契約

関係が承継されるという形でなんとか救

済する方法も非常に難しく、結局、冒頭

申し上げましたとおり、親会社が子会社
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を通じてやっていた経営を、経営につい

てそれを子会社から親会社に営業譲渡す

る場合、労働組合員だけは再雇用しない

というようなことをやられた時にどうや

って救済するのかということが大変難し

い問題になってしまうのです。

もともと法は最低限の社会的ルールを

定めたものに過ぎず、あらゆる行為を想

定して網羅的に法が作られているわけで

はありません。

ですから、形式的に法に適ってさえい

れば何をやってもかまわないということ

には、当然ならないのですが、最近は、

脱法的なことを考える人が増えている傾

向にあるように思えてなりません。

今回のケースはまさに今、述べたよう

なやり方をしたのでした。私たちが事件

を受けたときにも判例の状況などを考え

ていくとこれはどうやって救済していく

のかということが大きな問題でした。

また、そういう状況があるためだとは

思いますが、経営者の側が、法人格が違

うということを最大限に利用して、一方

では子会社の解散解雇をすることによっ

て労働組合を排除してしまうということ

が行われたり、あるいはそうではなくて

営業譲渡を機会に労働条件を極限まで切

り下げてしまうことが少なからず見受け

られます。同一会社であれば、労働条件

を切り下げる場合は不利益変更の原則が

ありまして、変更に合理性が認められな

い限り許されないというのが裁判所の判

断でした。ところが、それを合理性判断

にかけないで個々の労働者が合意したの

だというところに持って行ってしまうの

です。

「営業譲渡するから子会社は解散する

ので親会社の方に再雇用してもいいけ

ど、労働条件はこれだよ」と従来の合理

性判断の枠組みでいくと、とても合理性

があると認められないような内容につい

てまで、個々の労働者に「再雇用の場合

にはこれしかないけれどもそれでも貴方

は再雇用されたいですか」と迫ります。

そうすると不利益変更の中身について

合理性があるないに関わらずそれでも結

構ですから雇ってくださいという形にな

ってしまうのです。今まで裁判所は不利

益変更に一定の枠組みを作っていました

が、この枠から外れた形で実際の労働者

の方に労働条件の低下を押し付けるとい

うことが行われてしまうという状況が生

まれてしまっていました。

本判決はありがたい内容

本件もそういう内容でした。そういう

状況の中でこの裁判を通じて得た判決

は、私たちから見ると非常にありがたい

すっきりとした判断だったと考えます。

まず、裁判所は従来の枠組みは全部維

持しました。営業譲渡については特定承

継説に立ち、営業譲渡の当事者が自由に

決めて構わないので、労働関係を承継す

るのかしないのかは当事者の合意による

ということを前提にしました。だけれど

も、その当事者の合意というのは全くの

自由ということではありませんとしまし

た。

つまり、解雇制限法理の脱法を狙った

ものであったり、あるいは不利益変更の

法理の脱法を狙ったようなもの、あるい

は労働組合の存在自体を否定するような

契約は、契約自由の原則があっても、完

全に自由というわけではないということ
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を明確にしたのです。

公序良俗に反するような合意はできま

せんという民法の一般原則があります。

この労働関係の承継の問題にも明確な形

で、公序良俗の考え方を出してきました。

公序良俗（民法90条）に反するような合

意は無効という考え方に立って、本件で

は労働関係を承継しないという合意は、

契約書に明文で定めてあったとしても、

その文言自体が民法90条に反するという

ことになります。

裁判所は、後で説明するような諸事情

から実際の当事者間の合意としては原則

として労働関係は承継するものだったと

認定しました。その上でただし例外とし

て（実態からいうと労働組合になるので

すが）、ここでは、会社が示した不利益

変更の中身について合意をしなかった人

たちを個別に排除していくという目的を

持って、営業譲渡契約書の不承継の合意

規定が作られたのだと認定しました。そ

して、その脱法を狙った部分、つまり、

原則は有効のまま維持するけれども、但

し書きの部分は無効であるとしました。

但し書きといっても契約書に但し書きが

あるのではありません。考え方として、

原則を承継させるということは有効だけ

れども、個別に排除していくという合意

の部分については民法の90条に違反する

から無効であると、こういう判断をする

ことで、この営業譲渡によって労働組合

員のみを排除した事案から労働者を救済

したという意味を持った判決でした。

もう一度確認すると従来は明確に労働

関係を承継しないと当事者間が明文で明

らかにしていたようなケースでは黙示の

承諾とは取れないので、救済はできない

あるいは困難だとされていたのが、民法

の90条を使うことによって救済するこ

とがあり得るということを明らかにして

くれた非常に意味のある判決だったと思

います。

以上、結論部分を言ってしまいました

が、本件はどういう事案だったのか、な

ぜ裁判所はこのケースについては民法90

条を使ってでも当事者間がどう決めよう

と労働者を保護しなければならない事案

だと判断したのか、概要を見ていきたい

と思います。

多少分かりづらい部分もあるかと思

い、図を作成しました（10ページ図表

１）。図を見ながら概要を聞いていただ

ければと思います。営業譲渡の譲渡元に

なった会社は大船自動車興業という会社

で、譲渡の対象となったのはこの大船自

動車興業が運営会社としてやっていた大

船自動車学校という自動車教習所です。

大船自動車興業は親会社が三丸興業で

100％の株式を持ってオーナーになって

おり、大船自動車興業が労働者を雇って

この大船自動車学校の運営をしていたと

いう関係です。

この大船自動車興業ですが、これは昭

和39年にできた非常に古い会社です。昭

和50年ごろに大船自動車興業が大船自動

車学校を開設しました。

余談になりますが三丸興業というのは

実は神奈川県のなかではかなり名門でし

て、昔、渡辺銀行という名前で銀行業も

やっており、土地もたくさん持っている

2 事案の概要 
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ところです。その三丸興業が大船自動車

興業という自動車学校の運営を行ってい

たという関係です。

ここには、神自教大船自動車学校支部

という労働組合がありました。といって

も労働組合と会社が対立してどうしよう

もないというような状況ではありません

でした。

さらにいうと、この労働組合が非常に

強いことによって春闘を勝ち進んでいく

ということでもありませんでした。会社

は経済的にも余裕があったこともあって

労働組合とは十分うまくやっていたと思

います。

全員課長にして組合員資格を奪
う

こうした中、平成12年10月31日に三丸

興業が大船自動車興業に対して持ってい

た株式100％を勝英自動車学校に譲渡し

ました。

まず最初は営業譲渡ではなくて株式の

譲渡で、勝英自動車学校は大船自動車学

校の運営会社の中に入り込んでいきまし

た。そして、株式譲渡の翌日の同年11月

１日には、勝英の社長がこの大船自動車

学校に現れて、この大船自動車学校は経

営的に悪化しているという話をします。

この時に使った社長の言葉は、「大船

自動車興業は全治３年の状態でこのまま

いくと潰れてしまう、だから私が入って

立て直すが、それには３年間かかります」

という言い方でした。それで今まで以上

の協力をして欲しいとし、自分の方針に

従って協力してくれる者は残ってもらい

ますし、協力できない人については去っ

てください、と挨拶をしました。

その後すぐさま、11月２日から２週間

くらいかけて従業員を個別に呼び出して

ヒアリングをやっていきました。この
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図表１（図表内の日付はいずれも平成12年） 

勝英自動車学校 

大船自動車興業 

大船自動車学校 

（湘南センチュリーモータースクール） 

株式 
　100％ 

10月31日 
株式譲渡 

12月15日 
営業譲渡 

株式 
　100％ 



「個別に呼び出して」という点が重要で

す。

ここには労働組合がありましたので、

労働組合の人たちは組合として団体交渉

を申し入れました。経営者が変わること

は労働組合が関与できることではないの

で、それはいいのですが、どういう方針

になるのか、協力というのはどういう協

力の仕方なのかと。もっと言えば、労働

条件が変わるのか変わらないのか、今ま

での慣行はどうなのか、オーナーが変わ

っただけなので維持しなくてはならない

ものの確認をしたくて労働組合は会社に

対して団体交渉の申し入れをしたので

す。ですが、会社は団体交渉には応じな

かったのです。

終盤になって形式的に団交に応じてく

れるようになりましたが、それ以外には

応じず、個別に労働者を呼び出して話を

していきました。その中で言ったことは、

会社の経営が厳しいのでこのまま行った

ら潰れてしまうということでした。あわ

せて「貴方には管理職（課長）になって

もらいます」と個々の労働者に話しまし

た。

実はこの「課長になってもらう」とい

う発言には意味がありました。決して出

世させるということではありません。勝

英自動車の提案は大船自動車学校の人た

ちを全員課長にするということでした。

結局、何が目的だったのかと言います

と、課長あるいは管理職になることによ

って、労働組合には入れませんよという

ことでした。

その後の実態で分かったことなのです

が、管理職であるということを理由に残

業代も払われていません。労働基準法の

労働時間規制も受けないのだという主張

でした。全員を課長にするわけですから、

当然、部下がいません。

この点については後ほど、また触れま

すが、このヒアリングは勝英自動車学校

の体質をよく示すものでした。

解散解雇

11月２日から２週間ヒアリングをし

て、16日に突然12月15日までの期間を設

けて職員全員に対して解散解雇を予告し

ました。

勝英自動車学校は三丸興業から100％

の株式を取得し、３年で立て直すという

ことを宣言したのですが、それからわず

か２週間後には、来月15日を持ってこの

会社は解散しますということを宣言しま

した。

職員については解散するので全員解雇

です、ということです。

ただし、「11月30日までに退職願いを

提出してください。解散解雇に納得でき

ない、会社のやり方に納得できないと言

う方でなければ退職願いを出してくださ

い」としました。

退職願いを提出してくれた人について

は、その人が望むのであれば正社員、ま

たは、契約社員として親会社の勝英自動

車学校で再雇用しますとし、勤務先とし

ては今までと同じ大船自動車学校で勤務

してもらうと言い始めました。

しかし、このヒアリングのときに、再

雇用時には賃金などの労働条件は勝英の

やり方になりますので低下しますが、そ

れでもいいのであれば、この大船自動車

興業に対して退職願いを出して勝英自動

車学校の方に雇い入れの申込をしてくだ
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さいとしました。

結果、この11月下旬ごろまでには労働

組合の原告らを除いた職員がほぼみんな

退職願を提出することになりました。

労働組合の人たちは、それはおかしい

じゃないかということを主張します。い

ままでと全く同じ大船自動車学校で、仕

事も全く同じことをやっているのです。

会社は「潰れる、潰れる」と言ってい

ますが具体的には全く説明しないし、事

情が分からないまま労働条件の切り下げ

に応じなさいと言われてもそれは飲めな

いと反発しました。結局、この退職願い

は提出しませんでした。すると予告どお

り12月15日に大船自動車学校から勝英自

動車学校に今度は営業譲渡しました。

そして営業譲渡したことによって、大

船自動車興業としては大船自動車学校の

経営が唯一の業務でしたから、これで大

船自動車興業としては空っぽの状態にな

り、同日解散、そして会社がなくなった

ので、この退職願を提出しなかった原告

たちについては同日解散解雇となりまし

た。

以上が大体の流れです。

これに対して労働組合では、組合員の

人たちは解雇事件ですので個人の申し立

てとなって横浜地方裁判所に平成13年８

月６日に契約上の地位の確認、あるいは

バックペイの支払などを求めて裁判を起

こしました。

そして平成15年の12月16日に横浜地裁

の判決が出て17年の５月31日に東京高裁

の判決が出ました。

高裁の判決は営業譲渡に伴う解散解雇

と労働契約関係の承継については原審の

判断とほぼ同じです。微妙に違うところ

はないことはないのですが、基本的には

ほぼ同様で横浜地裁の判断をそのまま維

持しております。

本件事件の本質

弁護団がこの事件についてどのように

法律構成して裁判を進めたかと申します

と、これは最初に申し上げたような状況

の中で、法人格否認でいくか、あるいは

偽装解散で実質同一性の理論でいくか、

営業譲渡でいくかといろいろと考えまし

た。

その結果、弁護団で組み立てた主たる

主張は偽装解散の考え方でした。

判決ではこの考え方は容れられません

でしたが、実態から言うとこれは間違い

なく偽装解散であると私たちは考えて主

張してきました。

営業譲渡という考え方については、も

しもこの偽装解散あるいは法人格否認が

容れられない場合であっても、営業譲渡

についてこういう合意をすること自体が

公序良俗に反するわけですから、救済さ

れなければならないとして、予備的主張

を行いました。

なぜ私たちがその偽装解散にポイント

を置きながら進めていったかと申します

と、この事案についてお話ししたように、

勝英自動車学校というのは100％大船自

動車興業の親会社になったわけです。株

式を取得しただけなので、会社としての

大船自動車興業は、そのままなので、労

働組合だけを排除するような解雇は当然

3 本件事件のポイント 
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できません。また、労働条件の大幅な切

り下げもできません。

にもかかわらず、実質的には同一とみ

るべき法人間で営業譲渡を行ったという

形式を利用することによって、脱法的に

労働条件の大幅切り下げと労働組合の排

除を図り、これを強行したことに本件事

件の本質があると考えたからでした。

営業譲渡をした理由

この勝英自動車学校ですが、もともと

は大船自動車学校とは縁もゆかりもあり

ませんでした。経営を立て直すというこ

とで勝英自動車学校が株式を取得して乗

り込んできたわけです。

当然、株式を取得して大船自動車興業

のオーナーになるからには、経営の状態

が現在どうなっているのか、あるいは今

後どうなるのか、立て直していくために

はどういう見通しがあるのかを判断した

上で入ってきているはずです。それにも

関わらず、裁判の証人尋問で、いったい

いつ大船自動車興業を解散させて勝英自

動車学校に営業譲渡することを決めたの

ですかと聞いたところ、実際は１週間く

らいということでした。もともと株式を

取得して入ってくるときに大船自動車興

業がどういう状況になるか分かっている

はずなのに、１週間後には、このままで

は、もう大船自動車興業は持たないので

解散するしかないという判断に至るとい

うのはおかしいではないかと主張しまし

た。

さらに言えば、労働組合の排除を狙っ

て最初から株式を100％取得した後に大

船自動車興業を解散解雇して勝英自動車

学校で経営をするということを画策して

入ってきたのではないか、ということを

主張しました。

なぜ、こうしたことを考えたかと言い

ますと、勝英自動車学校の狙いは繰り返

しになりますが、結局、解散解雇によっ

て労働組合を排除したかったから、ある

いは労働条件の大幅な切り下げを実現し

たかったからなのです。

三丸興業の名義でこれを強行します

と、地元の名士ですし、ここまで乱暴な

ことはできない、だから三丸興業の手を

汚さずに勝英自動車学校として一連の行

為を行うために大船自動車学校の株式を

取得する必要があった。その上で親子の

関係になって、実質的には、自分で自分

と契約するのと同じことですから、子会

社になった大船自動車興業を解散し解散

解雇することを狙っていたのだと考えた

のでした。

基本的に、この部分については、会社

としてもちろんそうですとは言いませ

ん。ただ、おかしいじゃないですかと問

うても、反論することはできなかったの

です。

また、解散を決意した理由として、会

社は労働組合の協力を得られないという

ことも主張していました。このため、私

たちが証人尋問で労働組合と話したので

すかと聞くと、労働組合とは話をしてい

ませんと言い、なぜ、労働組合と話して

いないのに協力を得られないという話に

なるのですか、聞くと無言になりました。

いずれにしても、会社解散や営業譲渡

に必要性があったとはとても認められ

ず、その狙いが、勝英自動車学校の異常

なまでの労働組合敵視にあったことを明

らかにしていきました。
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大幅な労働条件の不利益変更

それからもう１つは、先ほど触れまし

たが、大幅な労働条件の低下の問題です。

少し具体的に言いますと、ここの大船自

動車学校ですが、この時にその対象とな

った正社員は26人でした。先ほど話しま

した、全員課長職にするという話ですが、

具体的にどのような課長にするのかとい

いますと、例えば坂道発進課長であると

か、踏み切り発進課長、二輪シュミレー

ター課長、応急救護課長、大型牽引課長

など、結局、自動車教習所の業務のそれ

ぞれのところに課長という名前を付けて

いるだけのことでした。

ここの勝英自動車学校に営業譲渡され

て以降の労働条件なのですが、大船自動

車興業の時代には、日曜日と定休日が１

回ありました。それを変更して、年中無

休制にするという方針を立てました。

それから、それまで９時限だった自動

車学校の教習時限を13時限にしました。

つまり、昼休みだった時間にも教習時限

を設け、夜も９時30分まで教習ができる

ようにしたということです。

教習料金は、普通車の場合、30万を超

える程度の額で維持していたのですが、

これを26万、キャンペーンでは23万に下

げました。

神奈川とその近辺では、30万前後の教

習料金となっていたところ、26万とか23

万円に値下げしたので、周りの経営者の

方がびっくりしておりました。

要するにダンピングと言っていいよう

な状態で、値段を下げることにより、と

にかく生徒を集めるといった方針を取り

ました。また年中無休とすることによっ

て、お客様の来やすい教習所にする、さ

らには夜の教習を延ばすことによってお

客さんに来てもらいやすい状況にする、

こうすることによって、経営の建て直し

を図るという方針だったのです。

もちろん、それ自体が会社の経営努力

の結果だとか工夫によって実現されるも

のであればある意味すばらしいことなの

かもしれません。しかし、勝英自動車学

校はそこまで商品を下げてしまえば、当

然会社としての利益が出なくなってくる

はずなのに、どうやって利益を実現する

のかというと、先ほど申し上げましたよ

うに、大幅な労働条件の低下をすること

によって実現しようというわけです。

労働条件がどこまで下がったかと申し

ますと、大船自動車興業時代に比べて勝

英自動車学校になったときに、労働者の

数は減りました。解雇された人たち以外

にも退職した人たちがいたので、人数と

しては相当に減ったのです。

長時間労働の実態

労働者は減って、他方、年中無休を実

現し、夜間授業も行う、当然１人の労働

者が今まで以上に長時間労働を強いられ

ることになるわけです。

では、その結果、賃金がどうなるかと

申しますと、全員課長、全員管理職です

から残業手当はつきません。これは、裁

判資料とも照合しましたが、見事に残業

代の項目は全員０でした。会社の主張を

前提として、単純計算しても１人の１日

の労働時間というのは10時間から11時間

でした。さらにこちらで調査した結果に

よりますと、10時間、11時間という程度

ではなく、朝８時半始まりで夜９時半ま
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で会社があるということでした。

教習所が開いている時間は１日13時間

です。その後は昼に１時間、休憩するよ

うになったとのことですが、それでも12

時間です。会社の主張はおかしいじゃな

いかと詰め寄ったところ、会社としては

「早出」と「遅出」と「超遅出」という

のがあり、８時半始まりの人、９時半始

まりの人、10時半始まりの人がいるから、

そこはシェアすることによって労働時間

は10時間くらいで収まっているという説

明でした。

しかし、実際に私たちが勝英自動車学

校に移った後の労働者から聞き取り調査

をしたところによりますと、「そもそも

その早出とか遅出とか超遅出とか言われ

ていない」、「基本的には全員８時半に来

て夜の９時半までいます」ということで

した。そればかりか、これはどういう事

情か分かりませんが、所沢から大船まで

通っている人もいらっしゃいました。そ

の人は朝の４時くらいに起きて、始発電

車でこの大船まで来て、かつ、帰るのは

終電間際で１日の睡眠時間は４時間です

よという話でした。

労働組合を敵視

そのくらい、労働者に対する負荷、負

担を強いた上で、全員課長だから賃金に

ついては残業代は出ませんというので

す。もちろん労働組合についても、全員

課長だから管理職なので労働組合は認め

ませんということでした。

もともと存在した労働組合の人たちは

全員解雇されてしまいましたし、以上の

ように勝英自動車学校は労働組合を認め

ようとしないので、勝英自動車学校に営

業譲渡されて、それ以降は、労働組合は

存在していません。

また、この勝英自動車学校はこのとき

すでに全国で６校自動車学校を持ってお

りましたが、本社は岡山でした。それ以

外は関東周辺で平成10年から12年にかけ

てどんどん買収していきました。その６

校のうち、４校はもともと組合がありま

せんでした。本社にももちろん組合はあ

りません。

唯一あったのはこの大船と所沢中央だ

ったのですが、所沢中央においても勝英

自動車学校は大船と同じような問題を起

こし、全員課長制を強行して、労働組合

の人たちは結局、全員解雇になってしま

いました。ですから、結果的には、勝英

自動車学校のグループ会社で労働組合が

ある学校というのは０という状況でし

た。

加えて、今でもさらにこの勝英自動車

学校は学校の新設もしまして現在９校持

っています。その９校でも労働組合はあ

りません。尋問してみると、岡山の本社

でも全員課長ということを実現している

ということでした。これは当然、労働組

合もないし、時間外勤務に関しても脱法

を行っているという状態でした。

執行免脱的脱法行為

裁判をやりながら、こういう勝英自動

車学校の脱法体質を精力的に法廷に出し

ていって、平成15年の12月16日に横浜地

裁で判決を得ることができました。

判決が出たので、すぐにバックペイの

執行に入ったのですが、バックペイだけ

で１億円以上ありました。

ですので、それを勝英自動車学校の東
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京本店に差し押さえに行きました。とこ

ろが驚いたことに、商業登記簿謄本に本

店所在地として書かれていた住所に行っ

たのですが、そこにいた職員からここは

勝英自動車学校ではありませんと言われ

てしまいました。勝英の看板もありませ

んでした。ただ、建物の中には、勝英自

動車学校の裁判の資料だとかファイルが

多数存在していたので、「ここが勝英じ

ゃないか」と主張したのですが、そこに

いた職員から「別会社です」と盛んに主

張され、結局、執行はできないまま終わ

ってしまいました。

強制執行免脱は立派な刑事犯罪であ

り、そこまでするのかと、ただあきれて

しまいました。

突然の通知書

その後、会社は東京高裁に控訴をした

わけですが、控訴している最中に今度は

突然、一方的に通知書が送られてきまし

た。その通知書に何が書いてあったかと

申しますと、何月何日に会社に来なさい

という業務命令があり、その場で面接を

しますと書いてありました。この通知書

が原告の人たちに個人宛で送られてきま

した。

この通知書の意味がわからなかったの

で、会社側代理人に、「こういう通知が

来たのだけれどもこれは何ですか」と質

問したら、代理人も知らないということ

でした。

しかも、最初に来た通知書は、届いた

日の翌日か翌々日に出て来いというもの

でした。こちらがどうしようか迷ってい

るうちに１人目の通知書の期日が過ぎて

しまうというタイミングでした。

後になって、会社が何がやりたかった

のかわかりました。会社が言ってきたの

は、皆さんは「職場復帰と言っているが

面接に来なかったので、職場復帰の意思

はないものとみなす」ということでした。

１審の判決が出たことにより、仮執行

が認められ、裁判の判決が確定するまで、

毎月給料の支払が認められたのですが、

会社は職場復帰の意思がないとみなした

ので仮払いもしませんということをやっ

てきました。

これはさすがに、相手方に代理人の弁

護士が付いていたので、そんなことはで

きないじゃないですかと話をしました

ら、さすがに向こうもそれはわかってく

れたのですが、突然の復帰命令により

「復帰意思なしとみなす」というやり方

は高裁の裁判中に３回もありました。

しかも、いずれの回も代理人の先生に

聞くと聞いてないからわからないという

話でした。

高裁では、相手方の代理人を通じて職

場復帰を前提とした和解の協議がなさ

れ、復帰時期も決定し、合意の寸前とい

うところまでいきました。にも関わらず、

最終的には、勝英自動車学校のオーナー

の一声で和解案が全部壊れてしまいまし

た。

ただ、そのように私たちは勝英の代理

人弁護士と、裁判所で復帰についての条

件を話し合っていたので、当然、会社も

復帰させることを前提にしているのだろ

うと思っていたのです。

ところが、衝撃的な事実が判明しまし

た。横浜地裁の判決が平成15年12月16日

にあり、12月末に執行に行ったところ、

ここは本社じゃないということで追い返
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されたことは前述のとおりですが、実は

その直後である平成16年１月に、勝英自

動車学校は、「湘南センチュリーモータ

ースクール」という法人を作っていたこ

とが後に判明したのでした。

そして、高裁で争っている最中である、

平成15年９月ごろだと思いますが、勝英

自動車学校が取得した湘南センチュリー

モータースクールの営業を、新法人であ

るところの湘南センチュリーモータース

クールに再度営業譲渡したのでした。会

社はこれにより勝英本社への執行を防ご

うとしたようですが、もちろん、そのよ

うなことは許されません。しかし、ここ

でもさらにまた法人格を使って自分たち

の責任を免れるべく、さらなる画策をし

ていたことは、本当に許し難いことでし

た。

この事件をやっていてしみじみ感じた

ことは、会社が法人格というものをいか

に濫用しているかということです。

勝英自動車学校の実質的なオーナーは

吉村という人で、何でも独断で決めてし

まうわけですが、そうした実態がありな

がら、１つの法人でやっていたらできな

いような組合だけを狙い撃ちした解雇で

あるとか、一方的な労働条件の不利益変

更を、別の法人格を使うことによって実

現してしまうのです。そして、一度解雇

や不利益変更を強行されたら、そう簡単

にその事実を覆せないということを感じ

させられました。

労働者側の状況

会社は比較的軽い気持ちで、法人格を

駆使することによって、今述べたような

実質的な脱法を実現しました。最終的に

裁判所でこのようなことが認められるこ

とはないと確信していますが、それでも、

事実として労働条件の不利益変更を強行

してしまった際の労働者の立場はどうな

るのでしょうか。

この事件では労働組合があったため

に、このような変更はおかしいというこ

とで、争議となり、最終的には、裁判所

の判断を受けることができたわけです

が、労働組合の人たちもすぐにこれはお

かしい、納得できない、となったかとい

うとそうではありません。

当時すでに就職難で、この労働組合の

人たちは比較的定年間際の高齢の方が多

い組合でした。若い人は数名だけで、女

性が２名おりました。そうすると、解雇

になった場合、自分はどうなるのだろう

と不安になるわけです。

全員課長などという労務管理が行われ

ていいのかという現実に直面しても、解

雇されて収入がないなかで、裁判あるい

は闘争を続けていくことができるのかと

いう悩みに直面します。

実際、この労働組合の人たちの中でも、

会社のこのやり方はおかしいと思いなが

らも、闘争することは無理なので解散解

雇を機に辞めてしまった人もいました。

あるいは組合内部の議論としても、勝英

自動車学校に、解雇か、不利益変更への

合意かを突きつけられ、「それはどっち

もおかしい、だから闘う」ということに

は単純にはなりませんでした。むしろ本

当に困ってしまって最終的には不利益変

更でも働けなくなるよりもいいのではな

いかと言った人もいました。それが実態

だと思います。

そういうことで、ありえないような労
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働条件の大幅な低下などが、実際に行わ

れてしまっているということを、事件を

担当しながら感じました。後から振り返

って「こんなにおかしい」というのは簡

単ですが、実際、その中に入ってしまう

とその力関係の中で、会社がやるような

無謀なひどいことでさえ、実際はそれが

押し通されてしまうような現実があると

いうことを伝えていかなければと思いま

した。

結局、労働者の方は「正義か、自分の

生活か」という選択の中で、このまま泣

き寝入りして勝英のやり方がどんどん広

まっていったら大変なことになる、それ

だけは許せないと決意して、ようやく立

ち上がったというのが実際だったと思い

ます。

一般的に考えると企業の再生にとって

営業譲渡が有効な手段というのはわかり

ますし、他方で労働者の権利保護という

のも考えなければならない１つのファク

ターであるのは間違いがありません。一

般論としては企業再生、再編の必要性と

労働者の権利保護の調整、折り合いをど

うつけるかという問題だと思います。

けれども、実際に現場ではどうなって

いるかというと、労働者保護のほうは大

きく後退しています。ですから、会社が

かなり無謀なことをやっていても、それ

はおかしいと声を挙げ、立ち上がれるケ

ースはそう多くはないのです。

それだけに、会社のやり得ということ

が、まかり通ることのないよう、しっか

りとした裁判例が積み重ねられて予防的

な機能を果たすことは、非常に重要なこ

とだと思います。

解雇の効力について

本件の争点と判決内容を説明したいと

思います。

まず、解雇の効力については、「本件

解雇は、一応、会社解散を理由としてい

るが、実際には、被告会社の賃金等の労

働条件が大船自動車興業を相当程度下回

る水準に改訂されることに異議のある従

業員を個別に排除する目的で行われたも

の」で、「このような目的で行われた解

雇は、客観的に合理的な理由を欠き社会

通念上相当として是認することが出来な

いことが明らかであるから、解雇権の濫

用として無効」であるとされました。

そのこと自体は明解であり、私たちと

しても異論はありません。ただ、判決は

前述したように偽装解散としかいいよう

がなく、そしてまた、法人格の濫用的使

用以外の何ものでもない本件のようなケ

ースについても、被告会社と大船自動車

興業とが100％親子会社という関係にあ

ることから前者が後者をある程度強力に

支配する関係は認められるものの、それ

を超えて後者が前者の一部門に過ぎない

とか、両者の間に実質的同一性をみるこ

とはできないことは明らかであると判断

しました。

法人格濫用のケース、本件はまさにそ

うですが、それでも別々に帳簿を付けて

ない会社などまずないですよね。当然、

法人格が違うのですが、そこにまさに一

部門のように支配力を及ばせているのが

実体だろうと思います。会計帳簿が別、

4 本件の争点と判決内容 
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決算が別だから法人格否認を認めません

よという話になりますと、まず法人格否

認というのは通りません。

本件の判決は、営業譲渡で救済するつ

もりだったから、法人格否認については

こうだったというだけかもしれません

が、実際に判例を調べていっても法人格

否認の議論は通りにくくなっています。

その一因といわれているのは、法人格

否認の法理とは、１回限りの売買などケ

ースについて当該取引の法的効力を考え

るとき、合理的な結論を見出すために構

築されたもので、労働関係のように継続

的な契約関係があるケースで、法人格否

認の法理を使うと、その後の法律関係が

混乱するだけなので、使わない方がいい

と解説されています。

本件でも、そういう意味では、勝英自

動車学校の労働条件と大船自動車興業の

労働条件は全く違いました。賃金などは

はるかに違います。そうなると、職場復

帰交渉をやったときに会社側が盛んに言

ったことですが、賃金についての要求を

受け入れることは構わないが、受け入れ

たときは二重の賃金体系が出来あがって

しまうではないかといい、労働条件の全

く違う人たちが１つの職場に存在するの

はよろしくないといいました。

そういう状況を生むのがよくないから

法人格否認を適用しないほうがいいとす

る学者もいます。

ですが、考えてみると、もともと、会

社側が個別の労働者の合意の下で、新た

な低い労働条件を作ったのです。

もちろん企業としては、職場をうまく

やっていくために同一の労働条件のほう

がいいに違いないわけですが、そういう

形を作り出しているのは企業なのです。

企業側が無理やりに個別の労働者の合

意だよという形で低い労働条件を作って

おきながら、戻すときに低いほうに合わ

せないと戻れないということになります

と、現状追認で労働条件を低くした者勝

ちの世界になってしまうと思います。

本件の場合でも今の原告の人たちは、

判決により、前の大船自動車興業の賃金

をもらっています。

一方、営業譲渡に際して、労働条件の

引き下げを合意して勝英に移った人たち

は、その３分の２程度の賃金です。とい

うのは、自動車教習所では最終時限まで

教習を行うことを原則とし、残業をやる

ことが前提になって賃金が決められてい

ますから、賃金の３分の１程度が残業代

というのが普通です。

残業代がなくなってしまうと平均する

と３分の１くらい賃金が下がるのです。

賃下げを認めずに闘った人たちは、結

局、判決によって従前の大船自動車興業

時代の賃金をもらっているという意味

で、まさに二重の労働条件になっている

のです。

しかし、弁護士の立場から、実態を踏

まえて申し上げますと、法人格について

こういう濫用的な使い方をするのであれ

ば法人格否認の法理をすっきりと適用し

たほうがいいのではないかと思います。

裁判所は法人格が同一か同一ではない

かという非常に高いハードルを作ってお

り、実質的に同一だという判断はなかな

かしれくれません。これが実際だろうと

思います。この裁判でもそうでした。私

たちの偽装解散だという主張も法人格濫

用の主張も容れられませんでした。
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会社側は、もう潰れるといい続けたわ

けですが、大船自動車興業は借金ゼロの

会社で、全く負債がない会社でした。そ

れどころか法定準備金も最後の解散まで

切り崩しませんでした。

もっとも、売上が減っていたのは間違

いありません。判決でも認定されたとお

り、ここ４年くらい赤字続きというのも

間違いではないのですが、もともと蓄え

があって会社の体力は十分ありました。

また、最後に解散解雇したときには、

労働者にかかる費用が全体の経費の90％

くらいという非常にバランスを崩した状

況になっていたのですが、それは、もと

もと会社が就職させたときの形が悪く

て、定年間際の人がずらりと並んでいる

状況だったのです。それまでは60％くら

いであったのが、年を追うごとに賃金が

上がっていってしまい、労働者の経費率

が高くなっていました。

ただ、これも数年でみんな辞めていく

ということでしたから、若い人を入れれ

ば、瞬間的には労働者の経費は高くなり

ますが、長い目で見れば十分やっていけ

るところでした。

このことは私たちも盛んに主張をした

ところです。

一方では、会社は経営のために、経営

が立ち行かないから、解散したのだと言

うが、「違うだろう、そんな経営状態で

はなかっただろう」と主張しました。

また、他方では、その真の目的は労働

組合を排除したり、会社のいうところの

労働条件の大幅な低下についてそれに納

得しない人を排除することにあったのだ

から、偽装解散だということを主張した

のでした。しかし、裁判所は、これは偽

装解散ではなく、真実解散だとしたので

した。

なぜ裁判所が真実解散としたかと言い

ますと、会社を解散させるか否かという

のは、原則的には、株主が自由に決めて

いいことなのだということを裁判所が非

常に重視する傾向にあるからだろうと思

います。

会社解散は経営判断の問題でしょうと

いう前提の下では、偽装解散であるとの

主張は、それぞれの会社に解散の自由が

あるという前提があり、なかなか認めら

れないのです。

ご説明しましたような実態があるのだ

から偽装解散そのものであると我々は思

うのですが、それでも裁判所は会社が解

散する必要があると考えてやったことだ

から、これは真実解散であり偽装解散で

はないという判断をしたのでした。

それでは、真実解散だとすると解散解

雇なのだから広く認められるはずである

のに、どうして解雇が無効になるのかと

いうことが問題になるのですが、判決は、

解散は真実解散ではあっても、真実の解

散解雇ではありませんという論法を使い

ました。

真実解散だから解散としては有効であ

るとします。すると、解散解雇なのだか

ら普通の解雇の論理は適用されないだろ

う、整理解雇の理屈で考えても、真実解

散だとすると解散解雇なので解散解雇は

有効だとなりがちです。しかし、解散に

ついては真実解散だけれども、解散解雇

は真実の解散解雇ではないとし、最初か

ら当事者の合意でもって営業譲渡に際し

て特定の従業員の排除を狙っていた、だ

からここの解散解雇というのは、解散解
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雇の名を借りた解雇に他ならない。つま

り、営業譲渡に際して特定の従業員の個

別排除を狙った解雇に他ならないから、

解雇権の濫用で無効であるとしたのでし

た。

労働契約関係の承継について

労働契約関係についても、営業譲渡契

約は個別排除を狙った部分は民法90条で

一部無効になるので、結局譲り受ける側

の勝英自動車学校に労働契約が承継され

るという理屈になっております。

判決文では次のように述べられていま

す。

「大船自動車興業及び被告会社は、大

船自動車興業と従業員の労働契約を、本

件営業譲渡に伴い当然必要となる湘南セ

ンチュリーモータースクールの事業にこ

れらの従業員をそのまま従事させるた

め、被告会社との関係で移行することを

原則とする。ただし、賃金等の労働条件

が大船自動車興業を相当程度下回る水準

に改訂されることに異議のある従業員に

ついては上記移行を個別に排除する、こ

の目的を達成する手段として大船自動車

興業の従業員全員に退職願を提出させ、

退職願を提出した者を被告会社が再雇用

するという形式を採るものとし、退職願

を提出しない従業員に対しては、大船自

動車興業において会社解散を理由とする

解雇に付する、との内容の合意を、遅く

とも本件営業譲渡契約の締結までに形成

したと認めることができる。…上記合意

中、賃金等の労働条件が大船自動車興業

を相当程度下回る水準に改訂されること

に異議のある従業員については上記移行

を個別に排除する、この目的を達成する

手段として大船自動車興業の従業員全員

に退職願を提出させ、退職願を提出した

者を被告会社が再雇用するという形式を

採るものとし、退職願を提出しない従業

員に対しては大船自動車興業において会

社解散を理由とする解雇に付する、との

合意部分は民法90条に違反するものとし

て無効」である。「結局、上記合意は大

船自動車興業と従業員の労働条件を本件

営業譲渡に伴い当然必要となる湘南セン

チュリーモータースクールの事業にこれ

ら従業員をそのまま従事させるため、被

告会社との関係で移行させるとの原則部

分のみが有効なものとして残存すること

となる。」

判決が、本件営業譲渡契約を原則とし

て労働契約関係を承継させるが、特定の

労働者については個別的に排除すること

を合意したものと認定したファクターと

していくつかのことが指摘されていま

す。大船自動車興業の全従業員に対して、

退職願いを提出するように告知し、退職

願を提出した者は被告会社が再雇用し、

退職願を提出しない従業員は、大船自動

車興業において会社解散解雇にする旨を

告知した、これが１つです。

それから原告らは、再雇用後の労働条

件が大船自動車興業を相当程度下回る水

準になることに反対であったから退職届

を提出しなかったこと、これが２点目で

す。大船自動車興業と被告が営業譲渡契

約を締結したことが３点目。いずれの会

社も代表者は同一で、経営主体が共通で

あること、これがファクターの４つ目で

した。

東京高裁判決も横浜地裁判決とほぼ同

じでしたが、違う点としては、高裁は、

労働法学研究会報 No.2378 21



経営主体が共通だという点に加えて、

100％株主だということを追加した点で

した。

いずれにしても、冒頭に述べたように、

問題の多いグループ会社や親子会社内で

の法人格の濫用のケースについては、今

後、本件判決のような考え方が非常に有

効に使えることと思います。

承継された労働条件の内容

承継された労働条件の内容ですが、従

前の労働条件、つまり大船自動車興業の

賃金がそのまま承継されていると確認さ

れています。

最後に企業再生と労働契約関係の承継

についてまとめます。偽装解散について

は裁判所は会社の解散の自由というもの

を基本に考えますので、なかなか偽装解

散の考え方というのは認めてもらえない

という傾向にあります。

法人格否認の法理についても、裁判所

は濫用だとか形骸について法人格否認が

認められるという枠組みを謳っています

が、適用に当たっての要件は厳格に解さ

れていて、なかなか簡単に法人格否認の

法理は認めてもらえません。労働事件で

は特にそうです。

営業譲渡についても、基本は契約自由

の原則があるので、かつてよく使われた

包括承継、営業譲渡なのだから労働契約

関係は承継されるというのは取られない

傾向にあります。

契約自由の原則を背景に、労働契約関

係を承継させるかしないかは自由に決め

ていい、つまり特定承継であるというこ

とです。

この３つの問題の中で営業譲渡に伴う

解雇が行われた場合に、どうやって労働

者が救われているのかということです

が、１つは法人格否認で認められたケー

スとして、新関西通信システムズ事件

（大阪地判平６．８．５）があります。

また、黙示の承継合意による救済とし

てはタジマヤ事件（大阪地判平11．12．

８）があります。私たちもこれらの判例

は、大いに参考にさせていただきました。

しかしながら、会社が明文で不承継の

合意を規定してしまうと黙示の承継合意

による救済は不可能となる。

そのような場合でも、会社が解散制限

法理を脱法するために営業譲渡を用いた

ような場合については、民法90条を適用

することによって救済できることを示し

たのが本件判決でした。

ところで、より根本的な問題として、

企業再生において労働契約関係を承継さ

せると企業再生は本当に困難になるので

しょうか。

労働組合があって、労働契約が承継さ

れると企業を再生できないと言われるの

ですが、むしろ労働組合があることによ

って職場がまとまり、かえって良い経営

ができるというケースが事実として少な

からず存在します。

労働組合を嫌がる経営者もいると思い

ますが、そういうケースを見ることによ

って、あった方がいいと思う経営者もい

ると思います。

そして、何より、営業譲渡と解雇の問

題に関しては、労働者の泣き寝入りで終

わってしまっているケースがかなりある

ことを伝えておきたいと思います。
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本件から学んだ新たな解雇事件

もう一点だけ最後に本件に学んだ新た

な解雇事件があるので、紹介したいと思

います。

タジマヤ事件の場合、まず、解雇して

整理解雇の要件があるのかないのかと争

われているうちに会社解散をし、営業譲

渡したというケースでした。整理解雇の

要件は満たされておらず、解雇無効とい

うのがはっきりしていました。その後、

解散して譲渡したときも労働者との個別

合意と言いながら全員が移ったので、黙

示の合意があったと。その前提としては

特定承継説に立ちつつ、実際、譲渡契約

書には労働関係を承継するとは書いてあ

りませんが、黙示の合意で救済するとい

うものでした。

そこで、本件のように譲渡と同時に解

散し解雇する、あるいは営業譲渡したこ

とによって会社が空になるので解散し、

そこの従業員は解雇、つまり解散解雇に

なるのですが、当事者の営業譲渡契約に

おいて明文で承継しないという合意をす

るというケースが出てくる。これに対し、

本件はそのように合意をしたところで、

結局、その目的が労働者の個別排除を考

えている場合には民法90条違反で許さな

いというこを明確にしました。

こうした状況を踏まえ、さらにそれな

らばと、大船自動車興業の場合は譲渡と

同時に解雇したからいけないと考えた経

営者がいます。横浜地裁で、現在係争中

の事件なのですが、湘南ドライビングス

クールの解雇事件です。

どうしたかと言いますと湘南ドライビ

ングスクールの場合は、営業譲渡後も、

すぐには解散をせず、空っぽになった譲

渡元の会社に労働組合員だけは全員残

し、約８ヶ月間給料を払い続けた後に、

会社としてやることもないので解散を

し、解散に伴い解雇をしただけだとした

ケースです。こうしたケースさえ出てき

ています。

脱法を考える経営者は後を絶たない状

況にあり、だからこそ法整備をして脱法

を許してはいけない枠組みを整えるべき

だと思います。

ある文献にも書かれていたことなので

すが、営業譲渡と労働契約関係の承継を

めぐる問題は判例も揺れているのではな

いでしょうか。

法人格の違いや営業譲渡という手法を

使って、本来であればできないことをや

ろうとするという動きについては裁判の

場できちんと対抗していかなければなら

ないと考えます。

（本稿は平成17年12月14日貉に開催しま

した第2377回労働法学研究会の講演録を

加筆・整理したものです。文責・編集室）

〈参考文献〉

宮里邦雄・ジュリストNo.1294

172～176頁

労働判例　No.871

108～130頁

労働判例　No.898

16～30頁
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P r o f i l e
2002年３月　東京大学経済学部経済学科卒業

2002年４月　厚生労働省入省

厚生労働省保険局総務課

2003年７月　厚生労働省保険局総務課老人医療企画室

2004年７月　現職

改正法ポイント解説

改正障害者雇用促進法
のポイント

講師●厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課　雇用促進係長
草野　哲也（くさの・てつや）

障害者の雇用の促進等に関する法律が

改正されました。

改正内容は、①障害者雇用率制度の実

雇用率の算定対象となる障害者の範囲に

「精神障害者」を追加する（精神障害者

を実雇用率に算入するためには「精神障

害者保健福祉手帳」の所持者であること

が条件となる）、②自宅等において就業

する障害者に仕事を発注する企業に対し

て、障害者雇用納付金制度において特例

調整金・特例報奨金を支給する、③障害

保健福祉施策と有機的な連携を図りなが

ら就職支援等を行うことにより、一般雇

用への移行を促進するための施策を講じ

ること、などです。

今回の例会では、改正法のポイント等

について、厚生労働省職業安定局高齢・

障害者雇用対策部障害者雇用対策課の草

野哲也氏にお話いただきます。
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本定例会のポイント

障害者雇用率制度の考え方

法定雇用率は、分母を「“常用労働者数”プラス“失業者数”（労働可

能人口）」とし、分子を「“身体障害者及び知的障害者である常用労働者

数”プラス“身体障害者及び知的障害者である失業者数”（障害者にお

ける労働可能人口）」として算定される。障害者雇用促進法では、各事

業主に、法定雇用率に基づく雇用義務を課している。今回の法改正によ

り、法定雇用率の1.8％は変更しないが、精神障害者（精神障害者保健

福祉手帳所持者）を実雇用率の算定対象とすることになった。

特例子会社制度

雇用義務は事業主単位で課されるので、親会社・子会社であっても別

法人であれば原則として別々に雇用義務が課される。しかし、障害者を

多数雇用する等一定の要件を満たす子会社を設立し、厚生労働大臣の認

定を受けた場合は、親会社と子会社の雇用率を合算することができる

（特例子会社制度）。

障害者の把握・確認方法

採用後に障害者の把握・確認を行う場合は、雇用している労働者全員

に申告を呼びかける。なお、障害者が障害者雇用支援制度の活用を求め

て企業に対し自発的に提供した情報に基づき、個人を特定して照会を行

うことは可能である。また、障害者の把握・確認に当たっては、精神障

害者保健福祉手帳の取得の強要等のいわゆる「掘り起こし」を行っては

ならない。

在宅就業障害者に対する支援

在宅就業の障害者に対して企業が仕事を発注した場合、在宅就業障害

者に支払われた金額に応じて、特例調整金・特例報奨金が支給される。

また、企業が、厚生労働大臣の登録を受けた在宅就業支援団体を経由し

て在宅就業障害者に仕事を発注する場合も、在宅就業障害者に対して支

払われた金額に応じて、特例調整金・特例報奨金が支給される。



ご紹介に預かりました厚生労働省障害

者雇用対策課の草野と申します。よろし

くお願い致します。今お話しにありまし

たように、障害者の雇用の促進等に関す

る法律につきましては、先の通常国会に

おきまして改正が行われました。

主な改正のポイントは、精神障害者の

実雇用率へのカウント、在宅就業障害者

に対する支援策の強化、それから障害保

健福祉施策との有機的な連携の３つでご

ざいます。

改正法については６月の末に国会で成

立して、７月６日に公布されたところで

す。施行については明日（平成17年10月

１日）第一段階施行を迎えまして、本格

的な施行は18年４月１日からとなってお

ります。

今回の講演では、こうした法改正の概

要を中心にお話させていただきたいと思

っております。それとともに、精神障害

者の実雇用率への算入に伴い、特に精神

障害者を中心としてプライバシーに配慮

した障害者の把握・確認を行うことが必

要であると言われてきており、こうした

課題に対応するために現在作成作業を進

めている「プライバシーに配慮した障害

者の把握・確認ガイドライン」について

もお話させていただきたいと思います。

法の概要

まず障害者雇用促進法の概要ですが、

障害者雇用促進法が法律的にどういうも

のかと申し上げますと、非常に分かりや

すくなっておりまして、４章仕立てで、

第１章は総則、第２章は職業リハビリテ

ーションの推進、第３章は事業主への雇

用義務等で、第４章で雑則です。

要するにこの法律の柱は、障害者の方

に対する職業リハビリテーションの措置

（これは主に独立行政法人高齢・障害者

雇用支援機構の職業センターなどで行っ

ているものです）と、企業の方や、国・

地方公共団体に課している雇用義務など

です。

図表１をご覧ください。ここにありま

す通り、雇用義務制度というものが障害

者雇用促進法の１つの柱です。1.8％と

いう法定雇用率は、法律に算定式の根拠

が書いてあるのですが、これだけ雇用し

てくださいという義務を課しているとい

うことです。

それから下にございますけれども納付

金制度、これによって、障害者雇用に伴

う経済的負担の調整を図っています。こ

れも後ほど触れますが、いわゆる雇用義

務の実行を担保するというための制度で

あると考えていただければと思います。

この納付金制度においては、法定雇用率

未達成の企業からお金を徴収させていた

だいて、達成している企業に対して、調

整金、報奨金という形で支給しておりま

す。

それから納付金制度に基づく各種助成

金というのがあります。作業施設を設置

したり、介助者を配置する場合に助成金

を支給するものです。この助成金の改正

というのが明日（平成17年10月１日）か

ら施行されます。知的障害者、精神障害

者の方の就職支援という面から高い評価

をいただいているジョブコーチ、これの

助成金化を図るとともに、事業所におい

1 障害者雇用促進法の概要 
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図表１　障害者雇用促進法の概要 

【目的】　障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの 
　　　　措置等を通じて、障害者の職業の安定を図ること。 

蚌は今回の改正による追加 

事業主に対する措置 

雇
用
義
務
制
度 

事業主に対し、障害者雇用率に相当する人数の身体障害者・知的障害者の雇用を義務づける 

身体障害者及び知的障害者である常用労働者の数 
＋　失業している身体障害者及び知的障害者の数 

　常用労働者数＋失業者数－除外率相当労働者数 
　　　　　　　　　　　　　　　（＊民間企業の場合） 

障害者雇用率（1.8％＊）＝―――――――――――――――――――――――― 

※　大企業等において、障害者を多数雇用する等一定の要件を満たす会社（特例子会社） 
　を設立した場合、企業グループでの雇用率適用も認めている。 

蚌精神障害者（手帳所持者）に雇用率適用 

納
付
金
制
度 

納
付
金
・
調
整
金 

障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図る 

○　障害者雇用納付金（雇用率未達成事業主） 
　　　不足１人月額５万円徴収（常用労働者301人以上） 

○　障害者雇用調整金（雇用率達成事業主） 
　　　超過１人月額２万７千円支給（常用労働者301人以上） 

※　この他、300人以下の事業主については報奨金制度あり（超過１人月額２万１千円支給） 

蚌在宅就業障害者に仕事を発注する事業主に特例調整金等を支給 

各
種
助
成
金 

障害者を雇い入れるための施設の設置、介助者の配置等に助成金を支給 

・障害者作業施設設置等助成金 
・重度障害者介助等助成金 
・重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金　等 

障害者本人に対する措置 

職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ 

ョ
ン
の
実
施 

地域の就労支援関係機関において障害者の職業生活における自立を支援 

○　地域障害者職業センター（全国47か所） 
　　　専門的な職業リハビリテーションサービスの実施（職業評価、準備訓練、ジョブコ 
　　ーチ等） 

蚌障害者雇用促進施策を障害者福祉施策との有機的な連携を図りつつ推進 

○　ハローワーク（全国608か所） 
　　　障害者の態様に応じた職業紹介、職業指導、求人開拓等 

○　障害者就業・生活支援センター（全国90か所） 
　　　就業・生活両面にわたる相談・支援 



てジョブコーチを配置していただく場合

にも助成金を支給する制度改正を行うこ

とになっております。

障害者の把握・確認ガイドラインにつ

いては雇用義務制度と関係してくるわけ

ですけれども、後ほどお話しいたします。

歴史的背景

次に歴史を簡単に説明させていただき

ますと、基本的に障害者雇用の歴史は、

前向きな歴史です。対象の障害者を拡大

すると同時に、ツールを徐々に増やして

いくというような改正をしてきておりま

す。

もともとは昭和35年に制定された法律

でございますが、最初は身体障害者雇用

促進法という形で制定されました。昭和

51年の改正が非常に大きな改正だったの

ですが、雇用義務を法定義務化すると同

時に、納付金制度というものを創設しま

した。

昭和62年に、これも大きな改正なので

すけれども、身体障害者のみならず知的

障害者にも施策の幅を広げていこうと、

知的障害者についても各企業の雇用率

（実雇用率）に算入することとしました。

なお、昭和62年改正に際しては、知的障

害者の雇用義務化は行いませんでした。

雇用義務化を図るというのは法定雇用率

（現在1.8％。この当時1.5％）を引き上げ

るということですが、そういうことはせ

ずに、各企業が知的障害者を雇った場合

に、各企業の実雇用率にカウントできる

ようにしました。それから、この昭和62

年改正の際に、障害者雇用促進法上、職

業リハビリテーションの推進というもの

を位置づけております。また特例子会社

制度を法律上位置づけました。

平成４年改正に際しては、知的障害者

についても重度の場合にダブルカウント

するとともに、精神障害者に対する助成

金の支給等がなされました。

それから、平成９年の改正で、いよい

よ知的障害者の雇用義務化、言い換えれ

ば身体障害者と知的障害者を合わせた法

定雇用率の算定式が設定された、という

ことになりました。

平成14年、前回の改正でございますが、

除外率制度の見直し、特例子会社がある

場合のグループ合算、障害者就業・生活

支援センター事業、ジョブコーチ事業の

創設がなされました。

法定雇用率の考え方

雇用率制度の基本的な考え方としまし

ては、ノーマライゼーションの発想があ

ります。

法定雇用率の分母については、常用労

働者数プラス失業者数、つまり働いてい

る人と働きたい人を合わせた数（労働可

能人口）となります。分子はどうなって

いるかと言いますと、「身体障害者及び

知的障害者である常用労働者の人数」と

「身体障害者及び知的障害者であって働

きたいけど働けないで失業している方の

人数」を合計した人数（障害者における

労働可能人口）となります（図表２参照）。

この法定雇用率は、健常者も含めた全

ての労働可能人口の中で障害者の労働可

能人口がどれくらいいるかという率でし

て、それが今1.8％でございます。

実際の雇用率（実雇用率）は、今、全

国平均で1.46％です。実雇用率というの

は法定雇用率の算式の中から、失業率を
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除いていただければ、実雇用率になりま

す。除いていただくと1.46％になってし

まうということは、端的に言うと障害者

の方の方が失業率が高いことを意味しま

す。いわば失業率が均等になるという形

を目指しているというのが雇用率制度の

考え方でございます。

現行の法定雇用率については、民間企

業は1.8％、国・地方公共団体等は2.1％

となっています。

障害者雇用の現状

続いて障害者雇用の現状ですが、いち

ばん直近の全国平均の実雇用率というの

は1.46％です（30ページ図表３参照）。

この全国平均実雇用率は、平成10年前辺

りから伸びが鈍化していますが、これは

経済状況が非常に悪い中で、なかなか障

害者雇用が進まなかったということを示

しています。

なお、昨年の全国平均実雇用率が下が

っているのは、除外率の見直しの影響に

よるものです。

除外率というのは、船員など特定の職

種の場合には障害者の方を雇いにくいだ

ろうということで、雇用義務障害者数の

算定に当たって、一部軽減を行う制度の

ことです。例えば、1000人従業員がいる

会社であれば、1000人に対して1.8％を

かけて、雇用義務障害者数（18人）を算

定するのが原則なのですが、除外率対象

の会社であれば、従業員が1000人であっ

ても、例えば従業員が900人であるとみ

なして雇用義務障害者数を算定すること

になります。

昨年（平成16年）は、この除外率の見

直し（除外率の10％ポイント引下げ）の

影響で実雇用率が下がりました。ただ、

下の青い棒グラフを見ていただくとわか

りますが実際の障害者雇用は増加してい

るところです。

特例子会社制度

それから特例子会社制度について説明

いたします。基本的に障害者雇用促進法

の雇用義務につきましては、事業主ごと

に課せられることになっています。端的

に申し上げると法人単位で雇用義務を課

すことになっており、親会社・子会社で

あっても別法人であれば、原則として、

別々に雇用義務が課されます。

ただ、障害者の雇用に特別の配慮をし

た子会社を設立し、一定の要件を満たし

ているとの厚生労働大臣の認定を受けた

場合には、子会社と親会社の雇用率を合

算して算定することができます。これを
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図表２　障害者雇用率制度 

○　一般民間企業における雇用率設定基準 
　　以下の算定式による割合を基準として設定。 

身体障害者及び知的障害者である 
常用労働者の数 

失業している身体障害者 
及び知的障害者の数 

※　重度身体障害者、重度知的障害者は１人を２人としてカウント 

障害者雇用率　＝　―――――――――――――――――――――――――――― 
常用労働者数　＋　失業者数　－　除外率相当労働者数 

＋ 



特例子会社制度と言い、利用されている

企業も多く、障害者雇用を進める上で、

有効な制度だと評価をいただいている制

度です。

特例子会社認定を行う要件として、ま

ず親会社が子会社の意思決定機関を支配
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図表３　障害者雇用の現状 
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していることが必要です。そもそも、障

害者雇用促進法において原則として事業

主単位で雇用義務を課しているのは、解

雇したり採用したりする権限がある者に

対して義務を課すというのが障害者雇用

促進法の基本的な考え方であるからで

す。こうしたことから、子会社における

意思決定機関を、親会社が支配していれ

ば、一体とみなせる、親会社が意思をも

って決定できると考えられることから、

このような要件を課しています。子会社

側の要件としては、５人以上の障害者を

雇用していだだくとともに、実雇用率が

20％以上であること等の要件を満たす必

要があります。特例子会社を設立した場

合は、「関係会社」も含めた企業グルー

プでの雇用率算定が可能です。

納付金制度

雇用義務制度とともに、納付金制度と

いうものがございます。これは、基本的

には、雇用率未達成の企業から納付金を

いただき、雇用率達成企業に対して調整

金・報奨金を支給する制度です。

納付金は、不足障害者１人分について

一月あたり５万円の納付金を払っていた

だくというものです。たとえば1000人の

会社であれば、法定雇用率1.8％ですか

ら18人の雇用義務が発生しますが、17人

しかいなければ１人不足分について一月

あたり５万円の納付金を払っていただく

ということになります。なお、障害者雇

用促進法の規定に基づき、常用労働者

301人以上の企業のみ、納付金の納付義

務が課されています。

常用労働者が301人以上である納付金

納付義務の課された企業が法定雇用率以

上の障害者を雇用している場合には、調

整金が支給されます。例えば、常用労働

者が1000人の企業で見れば、1.8％を乗

じた18人の雇用義務が課されることにな

りますが、この企業が19人の障害者を雇

うと一人多く雇っていただいていること

になります。この多く雇っていただいた

分に関して、一人当たり月額２万7000円

を支給することとなります。

このほか、納付金申告義務のない常用

労働者300人以下の企業が、法定雇用率

を大きく上回る障害者雇用を行っている

場合に支給する報奨金というものがあり

ます（32ページ図表４参照）。

納付金制度に基づく助成金

それから、納付金制度においては、助

成金を支給しています。これは企業が障

害者雇用のために施設を作るとか介助者

を設置するといった個別の措置を行った

場合にその費用について助成金を支給す

るものです。

助成金の体系としては、１つは作業施

設の設置・整備を行った場合の助成措置

があります。この中には、障害者作業施

設設置等助成金、障害者が利用できるよ

う配慮された保健施設、給食施設等の整

備を行う場合に支給する障害者福祉施設

設置等助成金、重度の身体障害者等を多

数雇い入れた場合に支給される重度障害

者等多数雇用事業所施設設置等助成金が

ございます。

それから介助をする人を配置した場合

の助成金として、障害者介助等助成金が

ございます。この助成金の支給対象とな

るのは、視覚障害者・四肢機能障害者が

業務を遂行するために必要な職場介助者
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の配置・委嘱、手話通訳担当者の委嘱、

健康相談医師の委嘱、職業コンサルタン

トの配置・委嘱、それから業務遂行援助

者の配置等となっています。

それから通勤の配慮を行った場合の助

成措置としましては、通勤対策助成金が

あります。

そのほか、障害者に対して、能力開発

訓練を行った場合の障害者能力開発助成

金がございます。

今、ご説明申し上げた納付金制度につ

いては、独立行政法人高齢・障害者雇用

支援機構で運営しております。

ここまで、現行の障害者雇用促進法の

概要について、解説させていただきまし

た。

次に今回の障害者雇用促進法の改正内

2 今回の障害者雇用促 進法の改正について 
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図表４　障害者雇用納付金制度の概要 

雇用率未達成 
の事業主 

雇用率達成の 
事業主　※１ 

障害者を雇い入れ 
る事業主等 

障害者多数雇用 
中小企業事業主　※２ 

高齢・障害者雇用支援機構 

調整金の支給 
超過１人当たり 
月額２万７千円 （　　　　　） 

報奨金の支給 
超過１人当たり 
月額２万１千円 （　　　　　） 

納付金の徴収 
不足１人当たり 
月額５万円 （　　　　　） 

雇用率未達成の 
事業主 

雇用率達成の 
事業主 

納付金 ｛ 
｝ 
調
整
金 雇用率相当数 

雇用している 
障害者数 

　障害者を雇い入れるために、作業
施設の設置・整備を行ったり、重度
障害者の雇用管理のために職場介助
者を配置したりする事業主等に対し
て助成金を支給 

　常用労働者301人以上の企業から徴収し、
300人以下の中小企業からは徴収していない。 

※１　常用労働者301人以上 
※２　常用労働者300人以下で障害者を４％又は６人のいずれかを多い数を超えて雇用する事業主 
　　　なお、調整金、報奨金の額については平成15年度からの金額 

　障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体としての障害者の雇用水
準を引き上げることを目的に、雇用率未達成企業（常用労働者301人以上）から納付金を徴収し、
雇用率達成企業に対して調整金、報奨金を支給するとともに、障害者の雇用の促進等を図るため
の各種の助成金を支給している。 



容について説明いたします。障害者の雇

用の促進等に関する法律の一部を改正す

る法律（平成17年法律第81号）は、先の

通常国会で審議していただき、基本的に

全会一致で可決していただきました。改

正の柱は精神障害者に対する雇用対策の

強化、在宅就業障害者に対する支援、障

害者福祉施策との有機的な連携です

（34ページ図表５参照）。

精神障害者に対する雇用対策の
強化

まず、精神障害者に対する雇用対策の

強化の関係ですが、精神障害者のうち精

神障害者保健福祉手帳所持者を各企業の

実雇用率に算定することとしました。な

お、法定雇用率の1.8％は現行どおりで

す（35ページ図表６参照）。

これはどういうことかと申しますと、

雇用義務制度とは、各企業に対して

1.8％の法定雇用率に基づく雇用義務を

課している制度です。企業の実雇用率が

2.0％であれば達成しているということ

ですし、1.2％であれば未達成というこ

とになります。今回の改正に際しては法

定雇用率を据え置く、つまり、精神障害

者については、雇用義務制度の対象にし

ないことにしています。

精神障害者について雇用義務を課すと

いうことは、法定雇用率の分子に精神障

害者を算入するということです。この時

何が起きるかと申しますと、当然分子が

大きくなるので法定雇用率が引き上がり

ます。1.8％でお願いしている法定雇用

率が1.9％であるとか2.0％に引き上がり

ます。つまり、企業の方々の責務が増え

るというのが雇用義務でございます。今

回の改正においては、精神障害者につい

て雇用義務を課さないとしていますか

ら、法定雇用率の1.8％は変えない、企

業の方の義務は増やさない、端的に言う

とそういうことになります。

一方、精神障害者を各企業の実雇用率

に算定するというのは何かと申します

と、精神障害者を雇った場合に、各企業

における実雇用率カウントの対象にする

ということです。

端的に申し上げると、1000人常用労働

者を雇っている企業であれば、18人以上

障害者の雇用を行わなければなりませ

ん。現行では身体障害者、知的障害者を

18人雇わなければなりません。したがっ

て身体障害者及び知的障害者が15人、精

神障害者が３人いても今のところ未達成

です。しかし、今回の改正以後は精神障

害者も算定対象に入れますので、この企

業の場合、精神障害者を３人雇用してい

れば雇用率達成ということになります。

現状では精神障害者の雇用は難しいと

言われていて、精神障害者雇用に関する

ノウハウも十分に蓄積されていません。

このような中で企業の方に精神障害者の

雇用に関する責務をお願いするのは難し

いということで、今回の改正では精神障

害者を雇えば雇った分だけ各企業の実雇

用率を上げていただき、そういう形で精

神障害者の雇用を進めていただきたいと

考えております。

障害者雇用については、雇用管理ノウ

ハウが蓄積されると、飛躍的に雇用促進

が図られるという傾向があります。した

がって、まずは、雇用管理ノウハウを蓄

積していただくことで精神障害者の雇用

を促進を図りながら、将来的には雇用義
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図表５　障害者雇用促進法の改正の概要 
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図表６　精神障害者に対する雇用対策の強化 



務化を目指すということになってくるだ

ろうと思います。

精神障害者の把握・確認

なお、雇用率算定対象となる精神障害

者は、精神障害者保健福祉手帳を所持す

る者としています。これは一律の公正な

スキームの中で雇用率適用を行う、プラ

イバシーに配慮するということで手帳所

持をお願いしているところです。

精神障害者を雇用率の算定対象にする

ことになりましたので、企業は障害者雇

用状況報告（６月１日報告）の際に、精

神障害者の方を把握する必要がありま

す。その時に企業の方が、無理やり精神

障害者であると名乗りなさいとか、手帳

を取りなさいと強要するいわゆる「掘り

起こし」が起こらないようにしなければ

なりません。こうした、いわゆる「掘り

起こし」を防止するため、企業にとって

参考となるガイドラインを作成すること

としています（ガイドラインについては

後述）。

在宅就業障害者に対する支援

それから、もう１つの柱は在宅就業障

害者に対する支援でございます（図表７

参照）。

基本的にこの法律は障害者の雇用の促

進等に関する法律といわれていますよう

に、雇用支援策を中心にしています。そ

の一方で、就業形態が多様化している中

で多様化した就業形態に対応した対策を

講じるべきではないかという意見もあり

ます。特に移動に制約を抱えるような方

の場合は、なかなか企業での雇用が難し

い場合もあります。

障害者雇用促進法においては、障害者

の方が職業的に自立していただくこと

で、障害者の方の職業の安定を図ること

を目的としています。雇用形態が最も安

定した就業形態であると考えられます

が、一方で、雇用形態にまで至らなくて

も職業的自立に資する就業形態であれば

支援することが妥当であると考えられま

す。例えば、自宅で請負仕事を行ってい

る場合、ある程度安定した収入を得てい

ただければ、福祉的就労を行っているよ

り、職業的に自立していると考えられま

す。また、在宅で請負仕事をしながら、

企業の方との関係が親密になると、在宅

勤務の雇用形態を結ぶ形に移行すること

もあります。

このように、在宅就業も職業的自立に

資するものであると考えられるところで

あり、また、昨今のIT技術の進展によ

り、障害者の方が、こうした在宅就業を

行うような場面も増えてきています。こ

うしたことから、今回の改正に伴い、雇

用形態ではない在宅就業を行う障害者に

対する支援策を講じることとしました。

特例調整金・特例報奨金の支給

在宅就業障害者の支援を行うため、具

体的には、企業が在宅就業障害者に仕事

を発注した場合に、企業が在宅就業障害

者に支払った金額に応じて、特例調整金

又は特例報奨金を支給する仕組みを創設

することとしました。

その際、実際、障害者の方が単独で企

業と契約を結ぶのは難しいといわれてい

ます。そこで、企業が、在宅就業支援団

体（障害者の在宅就業の支援などを行う

社会福祉法人やNPO法人等であって、
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図表７　在宅就業障害者に対する支援 

企業が在宅就業支援団体（在宅就業障害者に対する支援を行 

事を発注する場合にも、特例調整金・ 



厚生労働大臣の登録を受けた法人）を経

由して仕事の発注を行うような場合に

も、特例調整金・特例報奨金を支払うこ

とにしました。

この在宅就業支援団体につきまして

は、厚生労働大臣の登録を受けた法人と

いうことで法律上明記しております。登

録要件は、10人以上の障害者に対して継

続的に支援を行っていること、専任の管

理者１人を含め、３人の者が業務に従事

していること等となっております。

例を１つ紹介しましょう。まず、企業

からホームページ作成の業務を在宅就業

支援団体に発注してもらい、その後、在

宅就業支援団体は障害者のＡさんにはこ

の部分、Ｂさんへはこの部分と調整しな

がら在宅就業障害者へ発注します。在宅

就業障害者は在宅就業支援団体から相談

等の援助を受けながらホームページを作

成して、在宅就業支援団体に対して納品

します。

在宅就業支援団体は障害者から納品さ

れたホームページの内容を確認して不足

があればそれを修正して、企業に納品し

ます。納品が終わりますと、企業から在

宅就業支援団体に対価の支払が行われ、

在宅就業支援団体は実費を差し引いた上

で障害者の方にお金を払うということに

なります。

今回創設したスキームでは、企業が在

宅就業支援団体に払った額ではなく、在

宅就業支援団体から障害者本人に支払わ

れた額を評価の対象にすることとしてお

ります。評価の対象となる金額を証明す

るため、在宅就業障害者に対して実際に

支払った額について、在宅就業支援団体

が企業に発注証明書を交付することとし

ています。企業の方は、特例調整金・特

例報奨金の申請様式に、発注証明書を添

付していただき、独立行政法人高齢・障

害者雇用支援機構に提出していただけれ

ば、特例調整金・特例報奨金の支給が受

けられることになっています。

在宅就業で行われる代表的な業務とし

ては、ホームページ作成などIT関係が

考えられます。それから授産施設等の福

祉施設や作業所でも熱心に雇用支援をし

ているところもあるので、雇用促進等の

観点から定めた一定の要件を満たしてい

ただいた上で、雇用支援に熱心なところ

は、在宅就業支援団体として登録するこ

とを考えております。

実際にどれくらいの発注額に対してど

れくらいの特例調整金が支給されるのか

ということですが、具体的なところは、

政令もしくは省令で決めることにしてお

ります。この点は、平成18年４月１日施

行となっているので、関係審議会などの

議論を踏まえて、具体的に決めていきま

す。

具体的なイメージの１つとして、これ

は昨年（平成16年）の改正法の審議を関

係審議会などで行っている際に議論にな

りましたが、例えば、障害者雇用調整金

との整合性を図りながら考えていくこと

が必要です。調整金の場合、雇用義務障

害者より１人多く雇っていただければ１

ヶ月あたり２万7000円支給するものであ

り、年間32.4万円を支給するということ

になっております。在宅特例調整金はど

うかと申しますと、例えば、障害者雇用

１人分に相当する発注額として年間400

万が障害者に対して支払われた場合、１

カ月あたり調整金の半額の１万4000円支
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給する、つまり年間16.8万円支給すると

いうようなことを、昨年の審議会の際に

は議論していました。

障害者福祉施策との有機的な連
携

それから、３つめの柱は、障害者福祉

施策との有機的な連携です（40ページ

図表８参照）。現在、障害保健福祉分野

では、授産施設や作業所を機能別に再編

成しながら福祉的な就労から可能な限り

一般雇用へ移行していただくという改正

を目指しているところでございます。

障害者雇用の分野でも、こうした障害

保健福祉分野での改革の方向性を踏ま

え、障害者福祉施策と有機的な連携を図

りながら、福祉から一般雇用への移行を

より支援していくこととしています。具

体的な施策としては、今年の４月より実

施しておりますけれども、地域障害者就

労支援事業といって、ハローワークが福

祉施設や養護学校と連携し、就職を希望

する個々の障害者に応じて支援計画を作

成し一連の支援を行う事業を実施してお

ります（全国10ヶ所）。それから、障害

者就業・生活支援センターの増設等を行

っております。

改正法の施行

実際の今回の改正法の中で、平成17年

10月１日に施行を迎えるのが助成金制度

の見直しです。

それから特例子会社に対する調整金・

報奨金の支給も17年10月施行です。これ

は規制改革の要望に基づく改正ですが、

現行では、特例子会社を作った場合、調

整金、報奨金を親事業主が受給するとい

う制度にしております。しかし、実際に

障害者雇用を集中的に行い大きな経済的

負担が発生しているのは特例子会社であ

るので、特例子会社が調整金・報奨金を

もらえないのはあまり合理的ではないだ

ろうという要望がありました。こうした

要望を受け、今回の改正に伴い、特例子

会社でも調整金・報奨金の支給を受けら

れるような制度にすることにしました。

それから、障害者雇用促進施策と障害

者福祉施策との有機的な連携、精神障害

者に対して総合的な支援をする際の障害

者職業センターと医療関係者との連携が

17年10月施行です。

そして、18年４月１日に施行されるの

は、精神障害者に対する雇用対策を強化

するための精神障害者の実雇用率への算

入、在宅就業障害者に対する支援を行う

ための特例調整金等の支給、アビリンピ

ックに係る業務を納付金関係業務として

実施することとなっています。

助成金制度の見直し

10月から施行される助成金の見直しに

ついてご説明します。見直しの内容の１

つとしては、現行は雇用保険を財源とし

た障害者雇用継続助成金というのがあり

まして、これを納付金制度に基づく助成

金に統合しています。

それから、障害者介助等助成金の拡充

ということで、具体的には、職場介助者

の継続的配置・継続的委嘱に係る助成

金、在宅勤務コーディネーターの助成金

の創設等を行っています。

それから、職場適応援助者助成金（ジ

ョブコーチ助成金）の創設です。内容は

二つありまして、福祉施設がジョブコー
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図表８　障害者福祉施策との有機的な連携 



チ事業を実施することに対して助成金を

支給するとともに、企業の中の労働者が

ジョブコーチを行う場合に助成金を支給

することとしています。

障害者能力開発助成金の中にグループ

就労に係る助成金の創設とありますが、

これは18年１月１日施行となっておりま

す。精神障害者の方がなかなか長時間で

働きにくいということがありまして、３

人から５人でユニットを組みまして短時

間で就労しながら常用雇用への移行を目

指す訓練を行う場合に助成金を支給する

ものです。

障害者介助等助成金の拡充

それでは障害者介助等助成金の見直し

について具体的に説明します。１つ目は

職場介助者の継続的配置・継続的委嘱に

対する助成金の創設です。現行制度にお

いても、視覚障害者の方や四肢機能障害

者の方が介助者を配置・委嘱する場合に

助成金を支給していますが、最長10年間

となっています。この助成金に支給期間

を設けているのは、この助成金が障害者

の雇入れの促進を目的とした納付金制度

に基づく助成金であり、納付金の効率的

な活用等を図る観点から、助成金の支給

期間を、企業内におけるノウハウの構

築・体制の整備等により障害者雇用の定

着等が図られるまでの一定期間とすると

の考え方によるものです。なお、職場介

助者に係る助成金の支給期間である10年

間というのは、各助成金の中でも最長の

支給期間です。しかしながら、視覚障害

者や四肢機能障害者の方ですと、その障

害特性から、職域が相当程度限定されて

いるといった実態もあるところです。こ

うしたことから、今回の改正に伴い、職

場介助者の配置又は委嘱を10年間行った

後においても、当該措置を継続して行わ

なければ雇用の継続が困難である視覚障

害者・四肢機能障害者について、職場介

助者の継続的配置・継続的委嘱に係る助

成金を支給することにしました（最長５

年間）。

手話通訳担当者の委嘱については、近

年の支給実績に鑑みれば、支給額が年間

支給限度額に達してしまい、結果として

支給回数が制約されるケースも少なくな

いことから、助成金のより効率的な活用

を図る観点から、年間支給限度額の引き

上げを行いました。

また、在宅勤務コーディネーターに係

る助成金を創設しましたが、これは、在

宅勤務障害者の雇用管理・業務管理を行

うコーディネーターを配置又は委嘱した

企業に対して助成金を支給することとし

たものです。なお、この助成金の助成率

は３／４です。こういう助成金を活用し

ていただきながら、在宅勤務に対する支

援を進めていこうと考えています。

ジョブコーチ助成金

次にジョブコーチ助成金というもので

す。ジョブコーチとは、主に知的障害者、

精神障害者について実際の事業所で職場

適応援助を行っている者のことですが、

支援対象障害者の定着率は８割くらいと

言われています。ジョブコーチについて、

その支援の裾野を広げていくというのが

今回の助成金改正の目玉だと思っており

ます。

この助成金の種類は２つあり、福祉施

設型と事業所型に分かれます。福祉施設
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型ですが、これは社会福祉法人などの福

祉施設がジョブコーチを派遣する場合

で、事業所型、これは企業型と言っても

いいと思うのですが、企業で実際に働い

ている方をジョブコーチにしていただく

タイプです。

それでは、福祉施設型ジョブコーチか

ら具体的な説明を行います。対象障害者

は、身体、知的、精神、発達障害者です。

実際にジョブコーチになれる人というの

は一定の研修を修了した者であって、一

定の経験能力を有すると認められるもの

です。なお、一定の研修とは、「障害者

総合職業センター及び地域障害者職業セ

ンターが行う研修」又は「厚生労働大臣

が定める研修」のいずれかです。

実際の支援に当たっては、支援計画と

いうものを策定していただいて、それに

基づき援助していただくとことになりま

す。支給額としては、現行制度と変わり

ませんが、１日当たり１万4200円で１カ

月当たりの限度額は28万4000円です。な

おジョブコーチは最大８か月間という期

間で支援を行ってもらっています。それ

から、雇用前支援における協力事業主の

受入れに係る費用や研修の受講のための

旅費にかかる費用も支給しています。

次に事業所型ジョブコーチですが、こ

れも対象障害者は、身体、知的、精神、

発達障害者となっております。

事業所型ジョブコーチの要件ですが、

相当程度の経験能力を有する方が一定の

研修を受けていただき修了すればジョブ

コーチになることができます。相当程度

の経験能力につきましては、２つの基準

があります。５人以上障害者を雇ってい

る事業所は障害者雇用促進法第79条に基

づき障害者職業相談員を置くことになる

のですが、そうした職業生活相談員とし

て相談、指導を５年以上行ったものであ

ることが１つの基準です。もう１つの基

準は、特例子会社又は重度障害者多数雇

用事業所といった障害者を集中的に雇っ

ていただいている会社で障害者の就労支

援を３年以上やっていた方となっていま

す。なお、一定の研修とは、「障害者総

合職業センター及び地域障害者職業セン

ターが行う研修」又は「厚生労働大臣が

定める研修」のいずれかです。

こうした要件をみたしたジョブコーチ

が支援計画を作成し、地域障害者職業セ

ンターがその支援計画を承認した場合に

支援計画に基づいて援助を実施すること

になります。例えば精神障害者の職場復

帰の際に事業所型ジョブコーチを配置し

ていただくとかそういうことを通じて事

業所内で活躍していただくことを想定し

ています。

これが平成17年10月１日の助成金に関

する改正の内容です。

ガイドライン作成の背景及び経
緯

次に「プライバシーに配慮した障害者

の把握・確認ガイドライン」のポイント

をご説明します（図表９参照）。

障害者雇用促進法に基づきまして、各

事業主の皆様には雇用義務を課させてい

ただいており、障害者雇用状況報告を行

3 プライバシーに配慮した障害 
者の把握・確認ガイドライン 
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っていただいておりますが、これは障害

者を雇用しているかというのを見て必要

に応じて達成指導をしたりしているもの

で、そういう必要性のために報告をお願

いしております。同時にいわゆる雇用率

の状況に応じて障害者雇用の納付金を払

っていただくとともに、調整金の支給な

どを行っていますので、そういう観点か

らも障害者雇用の状況に関する報告をお

願いしています。

つまり、事業主は障害者雇用状況の報

告、納付金の申告、それから障害者雇用

調整金、報奨金の申請などのため、雇用

している労働者の中から障害者である労

働者の数などを把握する必要がありま

す。

先般個人情報保護法が施行されました

が、その個人が障害者であるというのは

当然個人情報保護法にいう個人情報に含

まれるものですから、企業の皆さまは、

そういう法令等に配慮しながら情報の適

正な取得・利用を行うことが求められて

います。

それではなぜ、今回ガイドラインを作

成することになったのかということです

が、これは、今回の障害者雇用促進法の

改正に伴いまして、精神障害者の方につ

きまして実雇用率に算入するということ

で、特に在職の精神障害者の方の把握に

つきましてはプライバシーに配慮する必

要があるところです。従いまして障害者

本人の意に反して実雇用率に算入された

りですとか、把握されたくないのに把握

されるということが行われないように、

この機会に、制度の対象となる全ての障

害者を対象といたしましてプライバシー

に配慮したガイドラインを策定すること

としたということです。

このガイドラインは基本的に非常にわ

かりやすく書いてあり、業務の手順も解

説してあり、この業務の手順に即してこ

ういう形で把握していただくのが良いの

ではないか、こういうことをやるのは不

適切なのではないかということを示して

います。

ガイドラインの策定に関しましては、

国会などでもご指摘があったのですが、

有識者の意見も聞いて作成せよというこ

とになっていたので、検討会議を７月か

ら３回に渡って開催しておりまして、個

人情報保護法の関係の専門家ですとか、

障害者団体の方、障害を実際に有してい

る当事者の方、企業で実務を行っている

方、それから経営者団体とか労働組合の

方に入っていただき、検討を行っていた

だきました。その結果、草案が８月29日

にまとめられたところでございます。こ

れがガイドライン作成の背景ということ

です。

ガイドラインの基本的考え方

それではこのガイドラインのポイント

を簡単に説明します。

このガイドラインは、基本的にベース

には個人情報保護法がありまして、個人

情報に配慮していただいた上で把握・確

認していただくというのが１つの基本的

なコンセプトになっています。もう１つ

のキーワードはプライバシーなのです

が、これは法律上なかなか明記されるこ

とはないのですが、個人情報保護法だけ

でなく障害者の方のプライバシーの観点

からどういう把握・確認の仕方であれば

妥当か、あるいは妥当ではないかという
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ことについて、今回のガイドラインにお

いて一定の考えを示しています。

ガイドラインの構成を見ていただきま

すと、企業の方にやっていただく業務、

制度の対象となる障害者の範囲、対象者

の把握・確認の方法、それから把握確認

した情報の更新、禁忌事項、処理保管方

法、最後に意識啓発の積極的な実施につ

いて記述しています。

個人情報保護法とこのガイドラインの

関係ですが、個人情報保護法において個

人情報取得事業者としての義務を負うの

は5000件を超える個人情報を利用してい

る場合なのですが、今回のガイドライン

ではそういうことを問わず個人情報法保

護法の規定に則ってやっていただくのが

重要であると考え、事業規模には関係な

く、個人情報保護法にしたがった把握・

確認を行っていただきたいという考えの

もとに作成しています。

事業主が障害者の把握・確認を行う場

合としては、公共職業安定所への障害者

雇用状況の報告と、独立行政法人高齢・

障害者雇用支援機構に対する納付金の申

告等のためのものがあります。これらの

機会において、このガイドラインにした

がい障害者の適正な把握・確認を行って

いただくということでございます。

それから制度の対象となる障害者の範

囲ということで、どういう場合が障害者

の対象になるのか説明しておりますし、

または障害者手帳の制度の概要と解説を

行っております。精神障害者の手帳は特

徴的で２年間の有効期間があるというの

が１つの特色です。

採用段階での把握・確認

次に、制度の対象者の把握・確認方法

についてです。具体的には、採用段階で

障害者を把握・確認するケースと、採用

後に障害者を把握・確認するケースがあ

ります。なお、採用段階で把握・確認す

るケースとしては、具体的には、合同面

接会や、危険な作業を行う特定の職種に

おいて障害を有しているか尋ねる場合が

考えられます。

採用段階で把握・確認する場合、採用

決定後に利用目的及び障害者雇用状況の

報告、雇用納付金の申告、雇用調整金ま

たは報奨金の申請のために必要な個人情

報の内容を明示し、障害者本人の同意を

得て、その利用目的のために必要な情報

を取得します。

取得した個人情報は障害者の同意を得

た上で原則として毎年度利用することと

します。これは、何度も障害者に対して

照会を行うというのは望ましくないとの

考えに基づくものです、なお、精神障害

者の場合は精神障害者保健福祉手帳の有

効期限が２年間であるということに注意

していただき、前回確認した有効期限を

過ぎた最初の障害者雇用状況報告等の際

に、手帳の更新の有無及び更新後の手帳

の有効期限について確認を行うことにな

ります。

また、利用目的の達成に必要な範囲内

で障害等級の変更や精神障害者保健福祉

手帳の有効期限等について確認を行う場

合があることについても障害者の同意を

得る必要があります。

さらに、障害者手帳を返却した場合や

障害等級の変更があった場合は人事担当
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者まで申し出て欲しいということと、特

に精神障害者の場合には精神保健福祉法

上、治癒したら精神障害者保健福祉手帳

を返却することになるのでそういう場合

は申し出てほしいということも伝える必

要があります。

それから特例子会社又は関係会社の場

合、取得した情報を親事業主に提供する

ことになるので、こういう点も明示する

ことが望ましいです。障害者本人に対す

る公的支援策や企業の支援策についても

あわせて伝えることが望ましいです。

なお、明示の方法については、利用目

的を明示した契約書その他書面を本人に

手渡しするとか、ネット上に掲載するな

どの方法が考えられます。

それから、必要に応じて家族への説明

することも必要です。

全員に対する呼びかけ

次に採用後に障害者を把握・確認する

場合についてです。この場合の把握・確

認の方法としては雇用している全労働者

に対して申告を呼びかけることが１つの

原則となります。それはなぜかと言いま

すと、ある特定の障害者について名指し

て障害者であるかどうかを尋ねることが

掘り起こしにつながると考えられてお

り、逆に全員に対して照会を行うことは

問題がないと考えられるからです。

雇用している労働者全員に呼びかける

方法としては、皆さんが見られるような

メールであるとか社内報とかチラシとか

そういうものを使っていただくことにな

ります。不適切な事例としましては、あ

まり見る人・見ない人が分かれてるもの

は望ましくないということです。

それから呼びかけの際に明示する事項

は基本的に採用段階で障害者の把握・確

認を行う場合に掲げた事項と同じ事項で

あり、これらの事項に加えて、業務命令

として呼びかけに対する回答を求めてい

るのではないことを明示する必要があり

ます。あくまでも本人の同意といいます

かそれに基づくものだということを明確

にすることが望ましいと考えています。

個人を特定した照会

それから、いわゆる個人を特定して照

会を行うことができる場合について説明

します。基本的にどういう発想かと申し

上げれば、障害者である労働者本人が、

職場において職業リハビリテーションサ

ービス等の障害者雇用支援策を利用した

い旨を企業に申し出た場合は、これを基

に個人を特定して照会を行うことが可能

であると考えています。

逆に個人を特定して照会することが不

適切な場合というのは、例えば、部下が

上司に対して個人的に相談した内容や、

上司が職場の同僚から受けた風聞とか風

評、企業内診療所における診療の結果、

健康診断の結果、健康保険組合のレセプ

トを基に個人を特定して照会すること

は、いわゆる掘り起こしになりうるので

不適切です。

それから個別の状況によっては、個別

に照会を行う根拠として不適切な場合が

ありうる例としては、所得税の障害者控

除を行うために提出された書類等が挙げ

られます。障害者控除を受けるために障

害者本人が企業側に提出しているのです

が、労働者本人の障害の受容の状況や病

状等によっては、これらの情報を元に個
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別に照会を行うこと自体が、本人の意に

反するようなケースも生じうると考えら

れます。したがって、これらの情報を元

に個別に照会を行う際には、個別ケース

ごとに、企業において、本人の障害の受

容の状況や病状を専門家、産業医などに

相談しながら個別に照会を行うことが適

切かどうか判断する必要があります。

なお、情報の直接取得と記述していま

すが、これは、障害情報を取り扱う者を

必要最小限とするため、複数の方を経て

情報を取得するよりは障害者雇用を担当

されている方が直接取得することが望ま

しいということを意味しています。

それから個人を特定して照会する場合

には、当該個人に対して照会を行う理由

を明確にすることが必要です。利用目的

の明示の際に本人に伝える事項は、採用

段階で障害者の把握・確認を行う場合に

明示する事項と同じです。

情報の更新

次に把握・確認した情報の更新です

が、一度把握・確認した情報は情報内容

の変更に伴い更新が必要です。特に、精

神障害者の方であれば、手帳の有効期限

が２年間ですから、手帳の有効期限が更

新されているのかどうかということ及び

更新後の手帳の有効期限を確認すること

が必要ですし、重度障害者になった場合

には雇用率上のカウントも違うのでその

点も確認する必要があります。

把握・確認に当たっての禁忌事
項

把握・確認に当たっての禁忌事項とし

て「利用目的の達成に必要のない情報の

収集」が挙げられます。これは個人情報

保護法の要請に基づく禁忌事項です。そ

れから、掘り起こしを防止するため、

「申告又は手帳取得の強要」も禁忌事項

とされています。その他、「申告又は手

帳の取得を拒んだことによる不利益な取

り扱い」、「正当な理由なく特定個人を名

指しして情報収集の対象とすること」、

「本人の同意なく産業医等が企業の障害

者雇用状況報告書等の担当者に情報の提

供を行うこと」も禁忌事項です。

情報の処理・保管、障害に対す
る理解の普及

把握・確認した情報の処理・保管とい

うことで、得た情報は保管することが必

要になってきますが、安全管理の措置を

行ったり、守秘義務を守りながら処理・

保管していただくことが必要です。

障害に対する理解や障害者に対する支

援策についての理解の普及ですが、手帳

の取得を強要してはいけませんが、障害

に対する理解や支援策の普及を行ってい

ただいて、障害者であることをオープン

にできる仕組みを障害者の方に知ってい

ただき、障害者本人にとって手帳を取得

しやすくなる環境作りを進めることが重

要です。そのために、管理職や従業員に

対して研修を行ったり、企業独自の支援

を行っている場合はその旨を周知するこ

とが重要であると考えられます。

最後に障害者雇用促進法に基づく企業

4 障害者雇用促進法に 基づく企業名の公表 
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名の公表ですが、平成17年は６月24日に

発表しましたが、今年は２社公表させて

いただいているところでございます。

企業名公表のスキームというのは次の

とおりです。雇用率が芳しくない場合に

は雇い入れ計画書の作成命令を発出し、

例えば平成12年であれば117社に発出し

たのですが、３年間の雇い入れ計画を実

施していただきます。その際、雇い入れ

計画の実施状況が芳しくない企業に対し

適正実施勧告を行います。これは先程申

し上げた117社のうち21社に出しました。

その後雇い入れ計画期間の満了を迎え

てもあまり改善が見られないところに対

して特別指導を行います。これが117社

のうち14社になりました。そして、それ

でも改善しない場合には、公表という形

になります。実際、指導を行っていく中

で障害者の雇用状況が改善する場合もあ

りますし、改善しない場合もあります。

どういう基準で公表しているかといい

ますと、「全国平均実雇用率を達成する

こと」又は「障害者雇用を積極的に促進

する取組を実施して一定の実雇用率を達

成すること」、このいずれの条件も満た

していただかなければ公表ということに

なります。

今回の場合、指導の結果、指導対象14

社のうち６社は雇用義務を達成し、５社

は法定雇用率には達しないものの、一定

の基準を満たし、特別指導による改善が

見られました。こうした改善の見られな

かった２社について、今回は公表したと

ころです。

企業の側でも障害者雇用についての関

心が高くなってきておりまして、特に大

企業の場合は、特例子会社の設立等を通

じて雇用率を上げていただいている場合

も多いのですが、きちんと指導を行って

いき、より障害者の雇用促進を図ってま

いりたいと考えております。

（本稿は平成17年９月30日貊に開催しま

した第2369回労働法学研究会の講演録を

加筆・整理したものです。文責・編集室）
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精神障害者については、重度とい

うのを設けていません。精神障害

者である常用労働者（週労働時間30時間

以上）であれば１人としてカウントしま

す。また、長時間働くことが困難である

場合が少なくないという精神障害者の障

害特性に鑑み、精神障害者である短時間

労働者（週労働時間20時間以上30時間未

満）については、0.5人分としてカウン

トするというようなことを考えていま

す。

A
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例会参加者と
講師間の

重度身体障害者・重度知的障害者である労働者は雇
用率上ダブルカウントされ、また、重度身体障害
者・重度知的障害者である短時間労働者も雇用率カ
ウントの対象となります。それでは、精神障害者の
場合は、障害の重さは雇用率算定上、関係するので
しょうか。あるいは、精神障害者が短時間労働者だ
った場合はどうなるのでしょうか。

質疑応答




